


事  務  連  絡 

令和３年４月 16 日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

文 部 科 学 省 研 究 振 興 局 ラ イ フ サ イ エ ン ス 課 生 命 倫 理 ・ 安 全 対 策 室  

厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 厚 生 科 学 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 研 究 開 発 振 興 課 

経済産業省商務・サービスグループ 生物化学産業課 

 

 

 

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」について 

 

標記につきまして、別紙のとおり各国公私立大学、各国公私立高等専門学校、関係各施

設等機関等、各大学共同利用機関法人機構、関係各国立研究開発法人、関係各独立行政法

人、各都道府県、各特別区、各保健所設置市、関係各団体の関係部局宛に発出いたしまし

たので、御了知いただくとともに、貴下団体会員等に周知徹底を図るとともに、適切な指

導を行い、その実施に遺漏なきようお願いいたします。 

 

 

  






